
第32表 医療法人に対する指導等

設立認可取消

第65条に
よるもの

第66条に
よるもの

令和 2 年度 -         -         -         -         -         -         -         -         

3 -         -         -         -         -         -         -         -         

4 -         -         -         -         -         -         -         -         

5 -         -         1         -         -         -         -         -         

6 -         -         -         -         -         -         -         -         

指　　導　・　監　　査　　の　　状　　況

報告徴収 立入検査 改善命令
業務停止

（一　部）
業務停止

（全　部）
役員解任
勧　　告


